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岐阜県警察交番・駐在所整備指針 

 

１ 経緯 

  岐阜県における治安情勢は、令和４年中における刑法犯認知件数が9,654件と、過

去最高の認知件数であった平成14年の51,956件の２割以下まで減少しており、また、

令和４年中における交通事故件数（人身事故及び物件事故）は64,028件と、過去最高

の交通事故件数であった平成12年の93,519件の７割以下まで減少しているなど、数値

の上では改善している状況がみられます。 

  一方で、新たな社会経済活動の基盤であるサイバー空間における脅威が深刻な情勢

となっているほか、大規模な自然災害が頻発するなど、警察において、これまでにな

かった事態に対応する必要性が増しています。また、足元では、少子高齢化が不可逆

的・加速度的に進行し、今後、岐阜県内の人口が長期的に減少するとともに、県内の

都市部においても、高齢化が急速に進行することが見込まれています。 

  こうした人口動態により、警察におけるマンパワーの中長期的な維持・向上に質的・

量的な課題が生じている中、県警察では、県民の皆様に対し、できるだけ公平に、か

つ、できる限り手厚く、パトロールその他の警察サービスを提供するという考え方に

基づき、住民の居住状況、犯罪・事故等の発生状況等各種指標の現状及び将来予測を

踏まえ、交番や駐在所の配置の見直しを中心とした警察力の配分の最適化に努める必

要があります。 

また、「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」（令和５年３月改訂。以下「基本方

針」といいます。）に記載されているとおり、今後、高度経済成長期に建設された多

くの警察施設が再整備の時期を迎える中において、将来的には、交番・駐在所のみな

らず、分庁舎や警察署なども含め、県下全体を俯瞰
ふ か ん

して警察施設の集約化・最適化を

図る必要もあります（基本方針63頁）。 

こうした情勢を踏まえ、今般、岐阜県警察における地域警察活動の基盤となる交番・

駐在所について、今後の在り方を検討することとしたものです。 

２ 交番・駐在所に係る基本的な考え方 

⑴ 交番・駐在所の果たす役割 

交番・駐在所では、パトロールや巡回連絡等の様々な活動を通じて、地域住民の

意見や要望等に応えるべく、管轄する地域の実態を把握し、その実態に即した活動

を行っています。また、昼夜を分かたず常に警戒体制を保ち、様々な警察事象に即

応する活動を行うことにより、地域住民の安全と安心のよりどころとなり、国民の

身近な不安を解消する機能を果たしています。 

一方、近年、交番・駐在所の地域警察官が襲撃される事件が相次いでおり、交番・

駐在所の施設面での安全対策や警察官の勤務体制を見直すことなどにより、交番・
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駐在所が真に地域住民の安全と安心のよりどころとしての役割を果たすための対

策の強化が求められています。 

また、交番・駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件・事故の

発生状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置く

ものと定められています。岐阜県警察においては、令和５年４月現在、22の警察署

がありますが、これらの警察署の管轄区域は、全て交番又は駐在所の所管区でカバ

ーされています。この点を踏まえると、交番・駐在所には、警察施設として事件・

事故や災害等が発生した際における警察の初動活動の起点となる役割や、警察署が

設置されていない自治体とのパイプ役としての役割もあります。 

⑵ 交番・駐在所の設置 

交番は、原則として都市部の地域に設置され、交替制の地域警察官により運用す

るものと定められています。これは、夜間や休日にも事件・事故が発生するような

都市部においては、交番に配置された地域警察官が24時間体制で勤務することがイ

メージされています。交番の中には、地域警察官がパトロール中で交番にいない場

合でも来訪者等に対応できるよう、交番相談員という非常勤の職員が配置されてい

るところもあります。 

一方、駐在所は、原則として都市部以外の地域に設置され、駐在制の地域警察官

により運用するものと定められています。これは、都市部以外においては、駐在所

に配置された地域警察官が施設内に居住しながら、昼間帯を中心に勤務することが

イメージされています。 

⑶ 交番・駐在所の勤務員の仕事 

交番・駐在所の勤務員は、配置された交番・駐在所を拠点として、主に次のよう

な仕事を行っています。 

○ 警ら（パトロール）  

    管内状況の掌握、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の

防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものです。 

   ○ 巡回連絡 

    受持区の家庭、事業者等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他地域

住民の安全で平穏な生活を確保するために必要な事項の指導連絡、住民の困り

ごと、意見、要望等の聴取等に当たるものです。 

○ 立番、見張及び在所 

【地域警察運営規則（昭和44年国家公安委員会規則第５号）】 

第15条 交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応 

じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。 

２ 交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の地域に設けるものとする。 

第16条 交番は、原則として１当務３人以上の交替制の地域警察官により運用するものとする。 

２ 駐在所は、原則として１人の駐在制の地域警察官により運用するものとする。 
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     交番・駐在所で警戒するとともに、各種届出の受理等に当たるものです。 

○ 事件・事故等への対応 

    事件・事故等の発生時に現場に向かい、初動対応に当たるものです。 

３ 岐阜県内の交番・駐在所に係る課題 

 ⑴ 交番・駐在所数 

   令和５年４月１日現在、岐阜県内には、97の交番（うち11施設は、警察署内に所

在する交番）と129の駐在所があります。全国及び岐阜県内の交番・駐在所数の推

移は、下図のとおりですが、特に、全国の駐在所数の推移をみると、15年前に比較

して13.0％減少している一方で、岐阜県においては、5.8％の減少にとどまってい

ることが分かります。 

【図】 

⑵ 駐在所の設置や運用の見直しの必要性 

前記２⑵のとおり、駐在所は、原則として都市部以外に設置されており、地域警

察官が駐在所の施設内に居住しながら、昼間帯を中心に勤務します。昔ながらの「駐

在さん」の典型的なイメージは、家族と一緒に駐在所に住む警察官が、長い期間同
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じ駐在所で、地域に溶け込みながら勤務するというものでした。しかし、県内をみ

ると、近年の女性の就労率向上等により、家族と一緒に駐在所に居住することがで

きず、駐在所に単身赴任している地域警察官が少なからず存在するなど、昔ながら

のイメージどおりの駐在所は年々少なくなっています。 

また、警察事象の発生状況をみても、例えば、110番の受理件数について、昼間帯

(午前６時から午後６時まで)と夜間(午後６時から午前６時まで)の時間帯の発生

を比較した場合、夜間の時間帯の発生が約４割を占めるなど、夜間における体制確

保がより重要となっており、駐在所の勤務時間と体制確保が必要な時間帯が異なっ

ています。このように、駐在所の設置や運用に係る課題は年々大きくなっており、

見直しの必要が認められます。 

 ⑶ 県内の人口減少・高齢化への対応の必要性 

岐阜県内の人口は、平成17（2005）年頃から減少を続けており、令和４（2022）

年３月に岐阜県政策研究会人口動向研究部会が公表した「岐阜県の将来人口推計」

（以下「人口推計」といいます。）によれば、約30年後の令和32（2050）年には、

岐阜県人口が令和２（2020）年と比較して61万人減少するとされています。 

また、平成30（2018）年３月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本

の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」によれば、令和27（2045）年に

は、岐阜県の全ての市町村で人口が減少するとされています。このような中で、現

在の交番・駐在所の施設数を維持し続けることは困難であり、警察車両等の機動力

や先端技術等を活用しつつ、その施設数を見直す必要性が認められます。 

さらに、交番・駐在所には、警察署が設置されていない自治体とのパイプ役とし

ての役割も認められますが、交番・駐在所が複数配置されている自治体は数多くあ

り、これらの自治体の中には、既に過疎地域となっている地域や、今後、ますます

人口減少が見込まれている地域もあります。 

⑷ 施設の機能保全・再整備等の必要性 

前記１に記載したとおり、今後、高度経済成長期に建設された多くの警察施設が

再整備の時期を迎えますが、交番・駐在所が設置された時には想定されていなかっ

た警察事象に対応するための資機材や交番用端末等の設置、女性警察官割合の増加

に伴う女性専用の休憩室、トイレ等の整備等により、交番・駐在所が狭隘
あ い

化してい

ます。今後、県民の生命・財産を守る警察活動の根幹である交番・駐在所の機能を

維持するためには、ライフサイクルコストの縮減及び予算の平準化を考慮しつつ適

正な維持管理を行うとともに、管内情勢の変化を踏まえて、交番・駐在所の集約化・

効率化を検討する必要があります。 

４ 岐阜県警察における交番・駐在所整備指針 

 前記の課題を踏まえ、今後、岐阜県警察における交番・駐在所については、以下の

ような具体的な取組を進めていきます。また、これらの具体的な取組を進めた結果と
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して、令和５年４月１日現在、226施設ある交番・駐在所は、特に、駐在所の設置や運

用を中心に見直すこととなり、令和15年度を目途に、施設数が170施設程度となるこ

とが見込まれます。 

本指針は、基本方針のうち、交番・駐在所に関する個別指針として位置付けており、

今後の治安情勢や人口動態等を勘案しながら、適宜見直しを行い、具体的に設置や運

用を見直すべき交番・駐在所については、毎年度、最新の情勢を踏まえて決定するこ

ととします。 

○ 警察官の職務執行体制の確保 

    都市部にある駐在所や夜間体制を強化すべき地域の駐在所を段階的に近隣の

交番・駐在所に統合することなどにより、これらの地域において警察官が24時間

対応できる体制を確保するほか、警察官を複数配置することなどを通じ、交番・

駐在所が地域住民の安全・安心のよりどころとしての機能を果たすことができる

勤務体制を確保します。 

  ○ 交番・駐在所における機能の高度化 

  既に設置されている交番・駐在所については、適正な維持管理を行うとともに、

維持する施設については、交番・駐在所に来訪された方や勤務員の安全確保や利

便性の向上の観点から必要な改修を行い、交番・駐在所における機能の高度化を

図ります。 

また、老朽化により耐用年数に至った交番・駐在所については、上記の課題を

踏まえ、その建て替えの必要性や、建て替え後における近隣の交番・駐在所を含

めた運用の在り方について、厳格に見直すこととします。 

○ 治安の維持・向上 

交番・駐在所整備の見直しに当たっては、110番通報の受理時や、重要犯罪、突

発事件・事故等に迅速に対応できるよう、事案発生時の一定のリスポンスタイム

を確保できる交番・駐在所の設置を前提とするとともに、交番・駐在所の配置人

員の見直し、体制強化、警察本部の勤務員によるパトロール、移動交番車の導入、

交番・駐在所への緊急通報装置の導入等により、治安の維持・向上のための諸対

策を講じていきます。 

○ 県民の理解と協力の確保 

交番・駐在所整備の見直しに当たっては、地域住民の理解と協力が不可欠であ

るため、本指針について丁寧に説明し、理解と協力を求めていきます。 

また、交番・駐在所が遠くなって不安に思う方の心配を解消するべく、近接し

た交番・駐在所の連携や交番とパトカーによる機動警らの連携の強化、移動交番

の開設等により地域住民の安全と安心の確保を図っていきます。 


